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平成２９年度宍粟市地域包括支援センター主要事業 

 

 

１ 地域包括支援センターの職員の配置について 

 

地域包括支援センターの職員の配置については、３職種（保健師、社会福祉士、主任介護

支援専門員）のほか、認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーター、高齢者実態調査

員及び介護支援専門員を配置しています。 

平成２９年度４月からの介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、介護予防ケアマ

ネジメント業務を行うため、新たに介護支援専門員を４名配置しています。 

地域包括支援センターに配置している職員の職種、主な業務内容及び人数は次のとおり

です。 

  

職種 主な業務内容 人数 

保健師 ・介護予防ケアマネジメント業務 

・一般介護予防事業 

４人 

社会福祉士 ・総合相談支援業務 

・権利擁護（成年後見制度の利用促進・高齢

者虐待の防止・消費者被害の防止） 

２人 

主任介護支援専門員 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業

務 

（地域ケア会議・ケアマネジャーへの指導

相談・支援困難事例等への指導助言） 

２人 

認知症地域支援推進員 ・認知症相談 

・認知症施策の推進 

１人 

生活支援コーディネーター 

※第２層は、社会福祉協議会

へ委託により２人配置 

・生活支援体制整備事業の推進（高齢者の

ニーズとボランティア等のマッチングによ

り、多様な主体による生活支援を充実させ

る。） 

１人 

高齢者実態調査員 ・高齢者世帯を訪問し生活状況調の把握

し、必要に応じて各種サービスの利用に繋

げる。 

６人 

介護支援専門員 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

業務 

※一部を居宅介護支援事業所へ委託してい

ます。 

４人 
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２ 認知症初期集中支援チームの配置 

 

 認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・

早期対応に向けた支援体制を構築します。 

 

【認知症初期集中支援チームとは】 

 複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人及びその家族を訪問し、アセス

メント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６か月）に行い、自立生活

のサポートを行うチームをいう。（チーム員：サポート医、看護師、社会福祉士ほか） 

 

 

３ 高齢者通いの場づくり支援事業 

 

 高齢者の心身機能の低下及び孤立することを防ぐため、高齢者が気軽に集まり介護予防

活動を行う通いの場づくりを支援します。この事業により、高齢者が住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを継続できる地域包括ケアの実現を目指します。 

 

【事業内容】 

 ・通いの場への講師等の派遣 

・地域の担い手となる介護予防サポーターの養成及び活動支援 

・いきいき百歳体操教室へのインストラクター及び専門職（リハビリ職等）の派遣 

 

 

４ 地域包括支援センターの機能強化（平成30年度から義務化） 

 

 直営地域包括支援センターの実施する事業の評価制度が義務付けられました。 

 評価の実施方法は、地域括支援センター運営協議会により継続的な評価点検を行うこと

とされていることから、平成30年度からの実施に向け準備作業を行います。 

 

 

５ 介護予防・日常生活支援総合事業における利用者の円滑な移行について 

 宍粟市では、平成29年度４月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しましたが、 

平成29年３月以前に認定された要支援認定者は、認定の更新等まで従来のサービスを利用

しています。 

要支援の認定は最長１年あり、平成30年３月に完全移行となりますので、引き続き事業の

円滑な移行を図ります。 
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このような方のお手伝いをします

４０歳以上で自宅で生活をしている認知症の人、または認知症が疑われる人で

・認知症の診断を受けていない、または治療を中断している

・病院受診をしていない

・介護保険サービス等を利用していない、または中断している

・認知症による症状が強く、対応に困っている

認知症初期集中支援チームとは？

認知症またはその疑いのある人やご家族を

訪問して、困っていることや心配なことを

確認します。主治医と連携をとりながら病

院の受診や介護保険サービスなど医療や介護、

地域につないでいくための支援をします。 チームのメンバーは？
認知症サポート医と、保健師・

看護師・社会福祉士・ケアマネ

ジャー等 です。

配置場所は

宍粟市地域包括支援センターです。

地域包括支援センター・各保健福祉課にお気軽にご相談ください。
宍粟市地域包括支援センター 63-3160

一宮保健福祉課 72-2100

波賀保健福祉課 75-8800

千種保健福祉課 76-8600
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相談　　情報提供・助言

診断

紹介

認知症初期集中支援チーム 支援の流れ

認知症かな？ 各種相談窓口
認知症初期集中支援チーム

認知症初期集中支援チーム

専門医療機関
(認知症疾患医療センター等)かかりつけ医

本人・家族

地域の人

民生委員 など

電話相談

窓口相談 初回アセスメント訪問
複数の専門職で家庭訪問

地域包括から
チーム員に連絡

情報収集

チーム員会議で検討し
必要な医療・介護をマネジメントします

必要に応じて医療機関への

受診勧奨や調整

必要な介護サービス等の検討

認知症の症状にあった

対応等のアドバイス

調整

サポート
ケアマネジャー
介護事業所 等
関係する機関に

引継ぎをします

再訪問
アセスメン
ト再会議

モニタリング

引継ぎ後も随時
医療・介護の
関係機関と連携を
とります

地域包括支援センター

に連絡
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事業所名 住所 連絡先 実施地域 定員 実施日 実施時間 主な内容

リハビリデイサービス
こばやし

山崎町三谷41-3 62-2823
山崎町・一宮町
片道３０分程度

午前10人
午後10人

土・祝
9時～11時30分
13時30分～16時

健康体操
マシントレーニング

すこやか
リハビリセンター

山崎町野46-1 63-2202
宍粟市

片道15分程度
10人

木
（12/31～
1/3休み）

13時～16時のうち
2時間

バイタルチェック
体操
運動機能向上プログラム

社会福祉協議会
（山崎支部）

山崎町鹿沢65-3
（防災センター内）

62-5530 山崎町全域 20人
火（午前）
月・木
（午後）

9時30分～11時30分
14時～16時
（増員の場合　月～金
午前・午後　２回実施）

いきいき百歳体操
レク・脳トレ
水分補給

社会福祉協議会
（一宮支部）

一宮町閏賀300
（やすらぎ）

72-2211 一宮町全域 24人
月・水
木・金

9時30分～11時30分
（増員の場合　14時～
16時追加あり）

いきいき百歳体操
レク・脳トレ
水分補給

ミニデイサービス
みどり苑

一宮町福野162-1 74-1700 一宮北中学校区 15人 火・木 9時45分～12時
バイタルチェック・水分補給
音楽療養コンテンツ・談話
専門職による相談指導・体力測定

まどか園在宅介護
支援センター

一宮町福知1065 74-1622
一宮町北部
＊一部地域を除

く

30人（通常
25人程度）

水 13時～15時
バイタルチェック・水分補給
体操・レク

波
賀
社会福祉協議会
（波賀支部）

波賀町安賀232-1
（メイプル福祉
センター内）

75-3631 波賀町全域 24人 月～金
9時30分～11時30分
（増員の場合　14時～
16時追加あり）

いきいき百歳体操
レク・脳トレ
水分補給

千
種
社会福祉協議会
（千種支部）

千種町室1060-1
（エーガイヤ内）

76-3390 千種町全域 24人 月・木・金
１４時～１６時
（増員の場合　　月～金
午前・午後　２回実施）

いきいき百歳体操
レク・脳トレ
水分補給

　短時間通所サービス（ミニデイ）一覧

山
崎

一
宮

・社会福祉協議会（４支部）の休日・・・8/14～8/16・12/27～1/4
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上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

策定会議
策定委員会 第１回 第２回 第3回 第４回 第５回

アンケート調査
調査票案の検討
対象者抽出（宛名シール作成）
調査票印刷・封入
調査票発送（回収期間）
データ入力
集計・分析
報告書作成

第6期計画の検証
統計数値の整理
給付状況の整理
庁内ヒアリング
第７期に向けた課題の整理

計画素案の作成
施策体系の作成
計画骨子の作成
計画素案の作成

サービス見込み量・介護保険料算定
高齢者人口の推計
要介護認定者等の推計
サービス見込み量の算定
所得段階等の設定
介護保険料の算定

パブリックコメント
パブリックコメントの実施

計画冊子の作成
計画冊子の作成
成果品印刷・納品

宍粟市老人福祉計画第７期宍粟市介護保険事業計画の年間策定スケジュール

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ３月１０月 １１月 １２月 １月 ２月

●制度概要

●アンケート調査結果

●年間スケジュール

●骨子案の検討

（現状、課題、施策体系）
●素案の検討

●保険料、サービス見込

み量の検討

●素案の検討

●保険料、サービス見込

み量の検討・調整

●原案の確認

●パブリックコメントの結

果
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